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令和２（2020）年12月11日に「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親

子関係に関する民法の特例に関する法律」〔令和２年法律第76号〕，令和３（2021）年

４月28日に「民法等の一部を改正する法律」〔令和３年法律第24号〕および「相続

等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」〔令和３年法律第25号〕

の公布を受けて，以下の内容を補うこととする。

Part２親族　Ⅱ親子関係
173頁　3　生殖補助医療によって生まれた子の親子関係
　令和２（2020）年12月，「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子
の親子関係に関する民法の特例に関する法律」が制定された。全10条の同法
は，生殖補助医療の提供等に関して，基本理念を明らかにし，国や医療関係
者の責務と国が講ずべき措置について定めるとともに，第三者の卵子又は精
子を用いた生殖補助医療により出生した子の親子関係に関して定めた。けれ
ども，具体的規制については，２年を目途に検討した結果に基づいて法制上
その他の必要な措置が講ぜられると附則に規定したに止まる。
　生殖補助医療により出生した子の親子関係については，第３章の９条で母
子関係，10条で父子関係について，民法の特例を次のように定めた。
　第９条（他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母）　　女
性が自己以外の女性の卵子（その卵子に由来する胚を含む。）を用いた生殖
補助医療により子を懐胎し，出産したときは，その出産をした女性をその子
の母とする。
　第10条（他人の精子を用いる生殖補助医療に同意をした夫による嫡出の否
認の禁止）　　妻が，夫の同意を得て，夫以外の男性の精子（その精子に由
来する胚を含む。）を用いた生殖補助医療により懐胎した子については，夫
は，民法第774条の規定にかかわらず，その子が嫡出であることを否認する
ことができない。
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　同法は，令和３（2021）年３月11日に施行されたが，第３章は同年12月11
日に施行され，同日以後に生殖補助医療により出生した子について適用され
る。
　嫡出推定制度を見直している法制審議会の民法（親子法制）部会（本書139頁
参照）では，生殖補助医療により出生した子の親子関係については，民法に
規定せず，嫡出否認権を子や母に認める民法改正をした場合には，上記10条
を改正して，子や母も嫡出否認できないとする方向で考えているようである。

（石井　美智子）

Part３　II 法定相続
267頁の注「＊相続登記と所有者不明土地問題」を次の文章に差し替える。

＊相続登記と所有者不明土地問題　　令和３（2021）年４月28日に「民法等の
一部を改正する法律」および「相続等により取得した土地所有権の国庫への
帰属に関する法律」（相続土地国庫帰属法）が公布された。これにより不動産登
記法において相続登記の申請が義務化され，また，相続土地国庫帰属法で相
続によって土地の所有権や共有持分を取得した者が当該所有権や共有持分を
国庫に帰属させることができる制度が新設された。民法については，904条
の３が新設され，相続開始時から10年経過後にする遺産分割には原則として
特別受益および寄与分の規定は適用されないことになった。すなわち，この
場合相続人は具体的相続分による分割を求める利益を失い，指定相続分ない
し法定相続分に基づく遺産分割が促される。908条も改正され，遺産分割禁
止特約に関する規定等が追加された。また，相続財産の保存のための包括的
財産管理制度が創設され（新897条の２），相続財産の清算に関する諸規定が整
備された（新940条・新952条～新958条の２等）。それによって，従来，相続人
不存在の場合に家庭裁判所による相続財産管理人選任の公告とその後の相続
債権者らに対する請求の申出を求める公告および相続人捜索の公告と３回の
公告を要し，権利関係の確定に10か月以上を要していた手続が合理化され，
期間が短縮される（下記松尾補遺5相続人不存在も参照）。他にも物権法の共有
や相隣関係に関する条文が新設・整備されている。
　改正法の施行日は，遺産分割に関する期間等民法の改正が令和５（2023）年
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４月１日，相続登記の申請義務化が令和６（2024）年４月１日，相続土地国庫
帰属法が令和５（2023）年４月27日となっている。

（常岡　史子）

349頁～ 355頁　5　相続人不存在
※所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しによる改正民法が令
和３（2021）年４月28日公布された。施行は令和５（2023）年４月１日である。

１．全体として
管理人	 →	 清算人
958条	 →	 削除
　　　　　　　相続人捜索の公告は，952条の中で，清算人の選任公告とと
　　　　　　　もに行われることとなった。
958条の２	→	 958条
958条の３	→	 958条の２

２．特に，350頁～ 351頁
　家庭裁判所は，利害関係人または検察官の請求により，相続財産清算人
を選任し（952条１項），その選任公告，さらに，６か月以上の期間を定めて，
相続人捜索の公告をする（同条２項）。この者は，相続財産法人の法定代理人
の地位におかれる。不在者の財産管理人と同様の権利を有し，義務を負うだ
けでなく（953条による27条～29条の準用），相続債権者や受遺者に対する清算
をも目的としていることから，これらの者の請求に応じて相続財産の状況を
報告する義務を負い（954条），また，その名のとおり，清算の権限を有する
（957条）。
　清算人は，相続人捜索の公告の期間内におさまるように２か月以上の期間
を定めて，相続債権者および受遺者に対して請求権申出の公告をし（957条１
項），この期間満了後，清算を開始する（同条２項による927条２項～４項・928
条～935条の準用──932条但書を除く）。まず請求権申出の公告期間内に申し
出た相続債権者・受遺者，管理人に知れている相続債権者・受遺者に対して
弁済され（929 条──判例5─１参照），残余財産があれば次に公告期間内に申
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し出なかった相続債権者・受遺者に弁済される（935条）。
　相続人捜索の公告の期間満了後は，管理人に知れなかった相続債権者・受
遺者，さらには相続人も失権する（958条）。

３．350頁の図を次図に差し替える。

（松尾　知子）


